
令和5年度

　　

　  

・
・
・ 　

・栄養教諭と連携した栄養のバランスを考える
　食育の授業
・栄養教諭による給食の時間の食に関する指導

食育推進委員会

◎体力や運動能力を高めるための教科
　指導の充実と休み時間の外遊びなど
　運動の継続を図る。

◎給食センターとの連携と栄養指導
◎手洗い、消毒、服装、後片付けの確認
◎異物混入等の検食実施
◎食物アレルギーを有する児童の把握と対応
◎配膳室の室温管理及び衛生状況の点検

◎体力や運動能力の状況把握
　・体力テスト
　・水泳カード、縄跳びカードによる実態把握
◎健康観察の強化と事故防止（水泳、大縄）
◎運動場の整備、プール衛生管理

学校安全対策委員会
・地域代表、PTA代表と共に、命を守りきる学校の
　取組の検証
・「命を守る訓練」の実施（警察・消防署等と連携）

・防災マップの改善
・情報モラル研修

食物アレルギー対応委員会
・保護者による献立表のチェックの再確認
・いつ、どの児童の見届けが必要かの明示
　（職員室と教室に掲示する）
・管理職を含めた複数の職員による見届け
　と確認

◎環境衛生点検の実施
　・日常：水質検査、教室環境点検、手洗い場
　　　　　便所、配膳室の点検・換気の徹底
　・定期：照度測定、ＣＯ2測定、水質検査、
　　　　　騒音測定、ダニ検査、浮遊粉塵検査
　・机、椅子の調整
  ・体育備品の充実と学習の場の整備
　・掃除道具の整備

学校保健安全委員会 地域の関係機関等との連携

教育の側面 管理の側面
健康教育推進の観点

保　健

食

◎児童の心身の健康状況把握
　・健康観察
　・各種健康診断
　・健康相談、相談室での相談活動等
　・疾病治療状況把握
　・メディアリテラシー
◎児童理解に関わる職員研修
　・アレルギー児童の理解と対応について
　・救急時の校内体制の確立と対応について
　・ノロウィルス・新型コロナウイルス等、感染症の
　　対応について

運　動

校内保健安全指導部会等

健康安全教育全体計画
大野小学校　

町教育委員会の方針と重点学校課題 学校の教育目標

◎体力つくりの推進
　・体育授業の工夫と運動量の確保
　・水泳教室　・運動会　・目標の明確化、指導と
　　評価の工夫、改善
　・体力テストによる記録の活用
　・大縄大会
　・年間を通した大縄(青空タイム)
　・異学年集団による遊び・外遊びの充実

◎食生活の充実
　・学級活動の充実
　・健康を考えたバランスの取れた献立作り
　・朝食の内容の充実
　・栄養、安全、衛生、マナーに関する給食指導
　・栄養教諭による指導

◎自他の生命の尊重につながる教育活
　動の場の設定と日常生活の安全指導
　の徹底を図る。
◎校内だけでなく、通学や帰宅時にお
　ける不審者への対応方法の周知徹底
　を図る。

◎安全点検（複数職員による）
　・通学路、校舎内外、防火設備等
　・体育備品や遊具の整備
◎薬品の取り扱い規定と保管
◎避難経路、避難場所の確認
◎校内救急体制の徹底及び医療機関や関係機関との
　連携
◎自転車点検（ＰＴＡ活動）
◎命を守る訓練　年間１０回
　（地震・火災２回・地震のみ４回・Ｊアラート２回
　　不審者１回・引き渡し１回）

環境衛生

夢をもち　豊かに生きる子
考える子　　やさしい子　　きたえる子

　運動に親しみ、進んで健康で安全な生活を営む
態度の育成
　
◎児童生徒の健康と命を守りきるために、学
  校・家庭・地域社会・関係諸機関及び学校
  相互の連携や情報交換を密にし、地域や学
  校の実態に応じた実効性のある対策を徹底
  し健康被害や事件事故及び自然災害等によ
  る被害の未然防止に万全を期す。健康教育の目標

意欲的に運動し、
健康で安全な生活をする児童の育成

健康安全に関する予防指導や保健衛生に対する自己管理の指導に努める。

施設設備や用具等の安全管理の徹底と事故の未然防止に努める。

健康教育の重点

◎生命尊重、規律厳守の価値把握と実践力の育成
◎事故・けが・不審者による被害防止
　・健康や安全に対する自己管理力や危険予知・回避力の育
　　成の強化
　・分団登下校指導の実施
　・教科学習の場における用具の正しい扱い方、
　　実験の進め方への配慮
　・連れ去り防止教室の実施（１～３年）
　・情報モラル教室の実施（４～６年）
　・「命を守る訓練」の実施と安全に避難する方法の徹底
　・交通安全教室の実施
◎「ぎふ　いのちの教育」の推進

危険を予知・回避できる力をつけ、ケガの未然防止に努める。

◎安全で衛生的な環境づくりや施設の
　改善に努める。

◎保健、安全に関わる環境つくり
　・児童の自主的な活動を通した実践力育成
　（委員会活動の活性化）
　・点検活動による学習環境の整備と把握
　・机、椅子の適合と学習環境への配慮
　・日常の清掃活動の充実
　・掃除道具の点検及び整頓

・児童の健康で安全な生活について学校医等から助
　言を受けたり、意見交流したりして指導に生かす。
（年３回）
・災害時における地域と連携した避難のあり方の検
　討と実施の積み上げをする。
・ＰＴＡとの連携を密にし、より効果的で自主的な
　活動を推進していく。
・三師会との連携を深め、実践に生かす学校保健安全
委員会

・幼稚園、保育園、中学校との連絡会の場で
　実態及び指導の交流をし、連携を図る。
・懇談会で児童の健康を話題にする。
・ＰＴＡ諸活動との連携を図る。
・専門機関との連携を図る。
                   （警察署・消防　署）

◎保健学習と保健指導を充実させ、児
　童の健康で安全な生活の確立に努め
　る。

安　全

◎食育の充実と給食指導の推進を図
　る。

◎保健指導の充実
　・性・エイズに関する指導
　・薬物（タバコ、シンナー等）の害に関する指導
◎保健衛生習慣の育成
　・生活リズムの確立（食事・睡眠・運動・排便・メディアリテラシー）

　・手洗い、うがい、ハンカチの携帯
　・正しい姿勢　　　・体調に合わせた衣服の調節
　・歯磨き指導

・健康教育全体計画作成と推進
・学校保健計画の作成と推進
・学校安全計画の作成と推進
・体育行事及び遊びの指導
・保健室利用の状況把握と対策
・保健目標の具体的な取組
・命を守る訓練

・休み時間に外で遊ぶ児童は多いが、外遊び を好まず、
渋る児童がいる。
・トラブルや不注意によるけががあり、危険を回避する
行動がとれない児童がいるため継続した指導の必要が
ある。
・眼科、歯科などの未治療者には、保護者に早期治療を
繰り返し呼びかける必要がある。
・給食の残さいは，減りつつあるが、まだ偏食・少食の
児童がいる.。
・テレビ・ゲームの時間が長く、生活のリズムに乱れが
ある児童がいる。家庭や地域と連携し、生活習慣の改
善を図る必要がある。


